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大分県警察本部　生活安全部

生活環境課　サイバー犯罪対策室
サイバーセキュリティ通信 【第１４号】

① パソコンのOS、ソフトウェアを最新の状態に

更新をする。
② ウイルス対策ソフトを導入し、最新の状態に更新をす

る。（有効期間が過ぎている対策ソフトは使わない。）
③ 不審なメールに注意し、拡張子がexeやzip形式になっ

ている添付ファイルを不用意に開けない。
④ ワンタイムパスワード等金融機関が行っているセキュ

リティ対策を必ず利用する。

⑤ 通常のサイトとは異なった状況や違和感を感じた時は、

手続きを一旦中止し、冷静に対応すること。
⑥ フィッシングサイトに注意すること。

（サイバーセキュリティ通信第１３号参照）

１ 県内でインターネットバンキング不正送金被害発生
県内の金融機関が提供するインターネットバンキングで、不正送金被害が

発生しました。

県内における今年の被害は今回が初めてですが、昨年は、

被害口座 １４口座

被害金額 約７，０００万円

の不正送金被害が発生しています。

手口も巧妙化しており、偽のサイトからパスワード等を要求する場合もあり

ますので、注意をして下さい。

今後も続発するおそれがあるため、注意をして下さい。

不正送金対策や被害などの相談は、下記の連絡先にご相談下さい。

大分県警察本部生活安全部生活環境課サイバー犯罪対策室

サイバーセキュリティ係 Tel:０９７－５３６－２１３１

２ 利用者に講じて頂きたい基本的な対策

インターネットバンキング

不正送金被害が発生


